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緊急事態宣言下の大阪高体連主催大会の取扱いについて 

 

日頃より本連盟の諸事業にご理解とご協力をいただき、厚く感謝申し上げます。 

この間、大阪高体連主催大会にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け様々な対策を

講じながら実施いただき、お礼申し上げます。 

さて、先日開催された第 47 回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、緊急事態措置に基づ

く府民への要請内容が決定されたことを受け、令和３年４月 23 日付けで、別添写しのとおり府教育庁か

ら府立学校へ今後の教育活動等について通知されました。部活動については、前回の「まん延防止等重点

措置」と同様、原則休止とすることとしておりますが、十分な感染症対策が講じられている公式な大会に

ついては、主催者による感染症対策を確認の上、参加することも差し支えないと記載されております。 

各専門部及び定通部におかれましては、緊急事態宣言期間においては、可能な限り大会期日を延期する

ことも検討し、全国大会や近畿大会等の日程や会場等の状況をふまえながら、本期間中に実施することが

やむを得ない場合については、これまで通り万全な感染症対策を講じるようお願いいたします。なお、全

国大会への申込期限を延長することが可能かどうかを全国高等学校体育連盟に申し入れております。 

本時期の大会については、最終学年の生徒たちの最後の発表の場となり得る大会ですので、各専門部及

び定通部におかれましては、万全を期して大会が成功いたしますよう引き続きご尽力くださいますようお

願い申し上げます。 

 

記 

 

〇 大阪高体連主催大会については、可能な限り延期を検討すること。延期を決定した際は、参加校に

対して、再開の目途等を速やかに連絡すること。 

  ただし、日程や会場等の状況をふまえ、本期間中に実施することがやむを得ない場合については、

これまで通り万全な感染症対策を講じたうえで実施すること。 

 

 〇 実施にあたっての留意事項（これまで通りの対応） 

   （１）無観客とすること 

（２）大会におけるガイドライン等を策定し、参加校に周知すること 

   （３）会場入場者を次のように制限する等、可能な限り参加体制の縮小を図る 

     ・選手については登録メンバーのみにする等 

     ・役員については最小限の人数にとどめる等 

   （４）会場入場時の検温の実施と発熱者確認時の規定を定める 

     ・従来通り、２週間前からの健康観察シート等の確認及びチェック体制の徹底 

   （５）設置者によって、各加盟校における部活動の実施状況に差が生じる可能性があるため、次の 

  点に配慮すること 

     ・練習不足等の影響による傷害の防止 

     ・参加できない学校に対する上位大会への進出や今後の大会のシード権等の取扱い等 

 

 〇 大会において参加校に示したガイドライン等について 

     ・高体連事務局へ電子データで送付し共有すること 
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